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令和３年度答申第２２号 

令和３年７月１９日 

 

諮問番号 令和３年度諮問第１６号（令和３年６月２３日諮問） 

審 査 庁 厚生労働大臣 

事 件 名 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求却下処分に関する件 

 

答  申  書 

 

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 

 

結     論 

 

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当である。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が、叔父のＰ（以下

「叔父Ｐ」という。）は軍人として外地で戦死したところ、審査請求人は叔父

Ｐと生計を共にしていたと主張して、Ａ知事（以下「処分庁」という。）に対

し、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法（昭和４０年法律第１００号。

以下「特別弔慰金支給法」という。）３条本文の規定に基づき、叔父Ｐに係る

特別弔慰金の請求（以下「本件請求」という。）をしたところ、処分庁が、審

査請求人は叔父Ｐと１年以上の生計関係を有していたとは認められないとして、

本件請求を却下する処分（以下「本件却下処分」という。）をしたことから、

審査請求人がこれを不服として審査請求をした事案である。 

１ 関係する法令の定め 

 ⑴ 特別弔慰金支給法３条本文は、戦没者等の遺族には、特別弔慰金を支給

すると規定しているところ、この「戦没者等の遺族」とは、死亡した者の

死亡に関し、平成２７年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭
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和２７年法律第１２７号。以下「遺族援護法」という。）による弔慰金を

受ける権利を取得した者をいうとされている（特別弔慰金支給法２条１項

（戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律（平成

２７年法律第１１号。以下「平成２７年改正法」という。）２条の規定の

施行前のもの））。そして、遺族援護法３５条１項は、弔慰金を受けるべ

き遺族の範囲は、死亡した者の死亡当時における配偶者、子、父母、孫、

祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族（死亡した者の死

亡の当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた

者に限る。）とすると規定している。 

⑵ 特別弔慰金支給法２条の２第３項（平成２７年改正法２条の規定の施行

前のもの）は、上記⑴の「これらの者以外の三親等内の親族」（以下単に

「三親等内の親族」という。）は、平成２７年４月１日に先順位者である

配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹がいない場合であって、当該

三親等内の親族が「死亡した者の死亡の日まで引き続く１年以上その者に

よって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者」（軍人たるこ

とによる勤務がなかったならば、この条件に該当していたものと認められ

る者を含む。）であるときに限り、戦没者等の遺族とみなすと規定してい

る。 

 ２ 事案の経緯 

審査関係人間に争いのない事実及び各項末尾掲記の資料によれば、本件の

経緯は、以下のとおりである。 

 ⑴ 審査請求人は、昭和１２年ａ月ｂ日、「Ｂ地Ｃ町ｃ丁目ｄ番地」（以下

「Ｃ町ｃ丁目ｄ番地」という。）において、父のＱ（以下「父Ｑ」とい

う。）と母のＲ（以下「母Ｒ」という。）との間に二男として出生し、Ｃ

町ｃ丁目ｄ番地を本籍地とする戸籍（戸主：父Ｑ）に入籍した。 

   父Ｑの実弟であるＰ（叔父Ｐ）は、昭和１４年ｅ月ｆ日、母Ｒの実妹で

あるＳ（以下「叔母Ｓ」という。）と婚姻をし、叔母Ｓは、「Ｂ地Ｃ町ｇ

丁目ｈ番地」（以下「Ｃ町ｇ丁目ｈ番地」という。）を本籍地とする戸籍

（戸主：叔父Ｐ）に入籍した。 

   審査請求人は、昭和３２年５月８日、叔母Ｓと養子縁組をし、Ｃ町ｇ丁

目ｈ番地を本籍地とする戸籍（戸主：叔父Ｐ）に入籍した。 

（改製原戸籍（戸主：父Ｑ）、改製原戸籍（戸主：叔父Ｐ）） 

 ⑵ 叔父Ｐは、昭和１９年５月２９日、Ｄ連隊に入隊し、同年６月６日、Ｅ
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連隊（Ｆ部隊）Ｇ中隊に編入され、昭和２０年２月９日、Ｈ地において戦

死した。 

（改製原戸籍（戸主：叔父Ｐ）、戦没者遺族援護台帳、Ｅ連隊（Ｆ部隊）Ｇ

中隊留守名簿、Ｉ都道府県死亡者連名簿） 

  ⑶ 審査請求人は、平成２９年１１月１３日、住所地（Ｊ市長）を経由して、

処分庁に対し、特別弔慰金支給法３条本文の規定に基づき、叔父Ｐに係る

特別弔慰金の請求（本件請求）をした。 

  なお、本件請求について、叔父Ｐの遺族で審査請求人よりも先順位のも

のはいない。 

（戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書） 

⑷ 処分庁は、令和２年４月３日付けで、審査請求人に対し、「Ｐ様の死亡

当時まで引き続き１年以上死亡者と生計関係を有していたものと認められ

ませんので、あなたは特別弔慰金を受ける権利を有しません。」との理由

を付して、本件請求を却下する処分（本件却下処分）をした。 

（却下通知書） 

⑸ 審査請求人は、令和２年８月２４日、審査庁に対し、本件却下処分を不

服として本件審査請求をした。 

（審査請求書） 

⑹ 審査庁は、令和３年６月２３日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却

すべきであるとして本件諮問をした。 

（諮問書、諮問説明書） 

３ 審査請求人の主張の要旨 

審査請求人は、昭和１６年春、子供のいない叔父Ｐ・叔母Ｓの家に養子に

出され、以後、叔父Ｐが入隊するまでの間、親子３人での生活が４年弱続い

たにもかかわらず、叔父Ｐとの１年以上の生計関係が認められない点に不服

があり、本件却下処分の取消しを求める。 

第２ 諮問に係る審査庁の判断 

 １ 審査請求人は、叔父Ｐの「甥（三親等内の親族）」であるが、叔父Ｐの「子

（養子）」でもあると主張している。 

 ２ まず、審査請求人は、戸籍上は、叔父Ｐが死亡した後の昭和３２年５月８日

に叔母Ｓとの養子縁組の届出をしているが、実際は、叔父Ｐの死亡前に叔父

Ｐとの養子縁組をしていたと主張する。 

しかし、提出された戸籍からは、審査請求人が叔父Ｐの死亡前に叔父Ｐと
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の養子縁組をしていた事実を確認することができないから、審査請求人は、

叔父Ｐの「子（養子）」には該当しない。 

 ３ 次に、審査請求人は、叔父Ｐの「甥（三親等内の親族）」であるが、叔父Ｐ

の死亡当時、叔父Ｐの本籍地はＣ町ｇ丁目ｈ番地であり、審査請求人の本籍

地はＣ町ｃ丁目ｄ番地であるから、審査請求人は、叔父Ｐと同一戸籍にあっ

た者とはいえない。 

   本件のように、死亡した者の死亡当時、死亡した者と別戸籍にあった者につ

いて、死亡した者との生計関係の同一性を判断するに当たっては、特別弔慰

金の請求者の申立内容から同一の生計関係があったと推測することができる

程度では不十分であり、同一の生計関係があったことを裏付ける資料によっ

て総合的に判断すべきである。また、戸籍の記載のみによって居住地の特定

をすることはできない。 

   そこで、以下、審査請求人と叔父Ｐとの生計関係の同一性について検討する。 

  ⑴ 審査請求人は、本件請求において、「戦没者等の遺族の現況等についての

申立書」（以下「現況申立書」という。）及び「戦没者等との生計関係申

立書」（以下「生計関係申立書」という。）を提出しているところ、現況

申立書には、叔父Ｐの死亡当時（昭和２０年２月９日）、叔父Ｐと生計関

係を有していた家族は叔母Ｓと審査請求人であると記載し、生計関係申立

書には、叔父Ｐが入隊したのは昭和１９年５月、その当時、叔父Ｐと同居

していた家族は叔母Ｓと審査請求人、住所はＣ町ｇ丁目ｈ番地であり、叔

母Ｓは、叔父Ｐの出征後は、父Ｑ経営の鉄工所に勤務し、その収入によっ

て審査請求人と生計を共にしていたと記載している。 

審査請求人は、本件審査請求において、「戦没者等との生計関係申立書

（錯誤訂正版として）」（以下「生計関係申立書（錯誤訂正版）」とい

う。）を提出しているところ、生計関係申立書（錯誤訂正版）には、「昭

和１６年春（月日不詳）子種無しのＰ家にＰの実兄Ｑ（注：父Ｑ）が次男

のＸ（注：審査請求人）を養子に与えた。」、「昭和１９年春Ｐ２度目の

赤紙招集で入隊する迄親子３人暮しが４年弱続いた。」と記載している。 

⑵ 審査請求人は、叔父Ｐとの間に同一の生計関係があったことの裏付けと

して、叔父Ｐが生前に受けた昭和１５年発行の支那事変行賞賜金国庫債券

及び同年１１月３日付けの上官からの賞詞、昭和４１年５月２８日付けの

叔父Ｐに対する勲七等青色桐葉章の勲記、叔父Ｐや審査請求人を含む叔父

Ｐの家族が写った写真５葉及び墓の写真３葉、昭和１７年Ｋ小学校校門前
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の１年生の集合写真、叔母Ｓに対する総務省恩給局発行の恩給証書、叔母

Ｓに交付された特別給付金国庫債券、審査請求人宛てのＬ神社からの葉書

及び靖国神社社務所からの手紙などを提出しているが、これらの資料をも

って、審査請求人と叔父Ｐとの間に同一の生計関係があったと確認するこ

とはできない。 

⑶ 処分庁は、令和２年２月１３日付けで、住所地を経由して、審査請求人

に対し、叔父Ｐとの間に同一の生計関係があったことを裏付ける資料があ

れば提出するよう改めて求めたが、審査請求人から、特段の資料の提出は

なかった。 

  また、処分庁保管資料及び審査庁保管資料を確認したが、叔父Ｐの死亡

の日まで引き続く１年以上前の時点において審査請求人が叔母Ｓと同居し

ていたことを確認することができる資料はなく、叔母Ｓが父Ｑ経営の鉄工

所に勤務し、その収入によって審査請求人と生計を共にしていたとの審査

請求人の主張を確認することができる資料もない。 

⑷ 以上のとおり、審査請求人が叔父Ｐと叔父Ｐの死亡の日まで引き続き１

年以上の生計関係があったことを確認することができない。 

４ したがって、本件却下処分は適正であり、本件審査請求は理由がないから

棄却すべきであると考える。 

なお、審理員意見書も、以上と同旨の理由を述べた上で、本件審査請求は

理由がないから棄却すべきであるとしている。 

第３ 当審査会の判断  

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

⑴ 一件記録によると、本件請求から本件諮問に至るまでの各手続に要した

期間は、次のとおりである。 

 本件請求の受付（処分庁）   ：平成２９年１１月２２日 

 本件却下処分         ：令和２年４月３日 

（本件請求の受付から約２年４か月半） 

本件審査請求の受付（審査庁） ：同年８月２６日 

反論書の提出         ：令和３年１月１０日 

審理員意見書の提出       ：同年４月９日 

（反論書の提出から約３か月） 

本件諮問            ：同年６月２３日 

（審理員意見書の提出から約２か月半） 
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⑵ そうすると、本件では、処分庁において、本件請求の受付から本件却下

処分までに約２年４か月半もの長期間を要している。一件記録によると、

この間に、審査請求人の受給権の有無（叔父Ｐとの生計関係の有無）につ

いて、処分庁が審査庁に照会し、審査庁から回答がされているが、この照

会回答の手続に約１年もの期間が費やされている。そして、その回答の内

容は、処分庁から提出された資料によると、叔父Ｐとの間に１年以上の生

計関係があったと認めることは困難であるというものであり、審査庁にお

いてその保管資料等の調査をした形跡はうかがわれないから、審査庁は、

照会に対して回答をするのに期間を要し過ぎたといわざるを得ない。 

  また、本件では、審査庁において、①反論書の提出から審理員意見書の

提出までに約３か月、②審理員意見書の提出から本件諮問までに約２か月

半の期間を要している。上記①の手続に期間を要したのは、審査庁におけ

る審査請求事件の進行管理が適切にされていないことに原因があると考え

られる。審査庁においては、審査請求事件の進行管理の仕方を改善する必

要がある。そして、上記②の手続に期間を要したのは、一件記録によると、

審理員による審理手続において本件の検討に必要な資料が十分に収集され

ていなかったため、審査庁において追加の資料収集とその検討をする必要

があったからであると考えられる。審査庁においては、審理員による審理

手続の終結後に追加の資料収集や検討が必要となり、審理手続が長引くと

いう事態が生じないようにするため、審理員に対する研修の実施など、審

査請求事件の審理を充実させる方策を検討する必要がある。 

 ⑶ 上記⑵で指摘した点以外では、本件諮問に至るまでの一連の手続に特段

違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。 

２ 本件却下処分の違法性又は不当性について 

⑴ 審査請求人は、平成２９年１１月１３日、処分庁に対し、叔父Ｐに係る

特別弔慰金の請求（本件請求）をした（上記第１の２の⑶）が、その際に

提出した「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書」（以下「本件請求

書」という。）には、叔父Ｐとの続柄を「養子」と記載していた。この点

について、審査請求人は、戸籍上は、叔父Ｐが死亡した後の昭和３２年５

月８日に叔母Ｓとの養子縁組の届出をしているが、実際は、昭和１６年春

に子供のいない叔父Ｐ・叔母Ｓの家に養子に出されたと主張している（上

記第１の３）。 

  しかし、養子縁組は、戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）の定めると
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ころにより届け出ることによって、その効力を生ずる（民法（明治２９年

法律第８９号）７９９条において準用する７３９条１項）から、戸籍上、

審査請求人と叔父Ｐとの養子縁組の届出がされていない以上、両者の間に

養親子関係は成立していないことになる。 

  したがって、審査請求人は、叔父Ｐの「子（養子）」として、叔父Ｐに

係る特別弔慰金の請求をすることはできない。 

⑵ 次に、審査請求人は、叔父Ｐの「甥」であるから、「三親等内の親族」

として叔父Ｐに係る特別弔慰金の請求をすることができるか、すなわち、

審査請求人が叔父Ｐと同一の生計関係を有していたかについて検討する。 

  審査請求人は、昭和１６年春、子供のいない叔父Ｐ・叔母Ｓの家に養子

に出され、以後、叔父Ｐが入隊するまでの間、親子３人での生活が４年弱

続いたと主張する（上記第１の３）が、上記⑴のとおり、審査請求人と叔

父Ｐとの間に養親子関係は成立していない。そして、審査請求人が本件請

求及び本件審査請求において提出した各種資料並びに一件記録を精査して

も、審査請求人が、叔父Ｐの死亡の日（昭和２０年２月９日）まで引き続

く１年以上、叔父Ｐ・叔母Ｓの家族と同居していたことを確認することが

できないし、また、同家族と生計を共にしていたことも確認することがで

きない。 

したがって、審査請求人は、叔父Ｐの「甥（三親等内の親族）」としても、

叔父Ｐに係る特別弔慰金の請求をすることができない。 

３ 付言 

  本件却下処分の通知書（以下「本件通知書」という。）の「請求者」欄に

は、審査請求人の続柄が「子」と記載されている。この点について、処分庁

は、審査請求人がその続柄を「養子」と申し立てたことから、「子」と記載

したと弁明している（弁明書）が、処分庁は、本件請求書の「請求者・戦没

者等との続柄」欄に審査請求人がした「養子」との記載を「三親等内」と職

権訂正している（令和２年７月８日付けの審査庁からの事務連絡）から、上

記の弁明は、処分庁が本件請求書の記載を職権訂正したことと整合していな

い。また、処分庁は、本件通知書中の「請求者」欄には「子」と記載しなが

ら、「却下理由」欄には「Ｐ様の死亡当時まで引き続き１年以上死亡者と生

計関係を有していたものと認められません」と記載している（上記第１の２

の⑷）のであって、「請求者」欄の記載と「却下理由」欄の記載が対応して

いない。このことが、処分庁が「子と認めた」との審査請求人の誤解（審査
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請求書、生計関係申立書（錯誤訂正版））を招く結果となっていると考えら

れる。 

  以上のとおり、本件却下処分における理由の提示は、不十分な内容のもの

であって、そのことが名宛人である審査請求人の誤解を招く結果となってい

る。処分庁としては、本件通知書中の「請求者」欄には「子（養子）、三親

等内」と記載した上で、「却下理由」欄には「叔父Ｐとの養子縁組の届出が

されていないので、子（養子）とは認められないこと」及び「叔父Ｐと、そ

の死亡の日まで引き続く１年以上、同一の生計関係を有していたとは認めら

れないこと」を併せて記載すべきであった。 

４ まとめ 

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問

に係る審査庁の判断は、妥当である。 

よって、結論記載のとおり答申する。 

 

行政不服審査会 第１部会 

委   員   原           優 

委   員   野 口   貴 公 美 

       委   員   村   田   珠   美 
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